
　おおさき議会だよりNo.149　○2

● 

大
崎
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

厚
生
労
働
省
令
で
あ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
資

格
要
件
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
法
の
規
定
か
ら
教
育
免
許
法
の
規
定
に
変

更
さ
れ
た
こ
と
と
、
５
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
し
た

者
で
町
長
が
認
め
る
も
の
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
● 
大
崎
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

厚
生
労
働
省
令
で
あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
な
ど
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
代
替
保
育
に
係
る
連
携
施
設
の

緩
和
や
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
で
行
わ
れ
て
い
る
家
庭
的
保
育
事
業
に
対

す
る
自
園
調
理
に
関
す
る
適
用
猶
予
期
間
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
当
該
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

●
大
崎
町
リ
サ
イ
ク
ル
未
来
創
生
奨
学
基
金
条
例
の
制
定

　

町
長
の
５
期
目
の
公
約
で
あ
る
リ
サ
イ
ク
ル
奨
学
金
制
度
の
創
設
に
基

づ
い
て
、
大
崎
町
リ
サ
イ
ク
ル
未
来
創
生
奨
学
基
金
を
設
置
す
る
に
当
た

り
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
本
条
例
の
制
定
を
行
う
も
の
で
す
。

（
当
該
案
件
は
、
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
以
下
特
別
委
員
会
で
の

主
な
質
疑
内
容
を
掲
載
）

質
：�

大
崎
町
リ
サ
イ
ク
ル
奨
学
金
制
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

（
稲
留
議
員
）

答
：�

大
崎
町
内
の
金
融
機
関
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
未
来
創
生
奨
学
ロ
ー
ン
を

借
り
て
、
返
済
し
た
場
合
に
、
補
助
金
交
付
申
請
（
金
融
機
関
が
発
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旧菱田中学校跡地に合宿　施設を整備する
契約が決まる

行
す
る
当
該
奨
学
ロ
ー
ン
の
返
済
を
証
明
す
る
書
類
な
ど
の
必
要
な

書
類
を
添
付
）
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
元
金
相
当
額
に
つ

い
て
は
卒
業
後
10
年
以
内
に
大
崎
町
に
戻
っ
て
居
住
し
て
い
る
期
間

分
（
最
長
10
年
間
）
を
、
利
子
相
当
分
に
つ
い
て
は
、
全
期
間
分
を

リ
サ
イ
ク
ル
未
来
創
生
奨
学
基
金
か
ら
補
填
す
る
制
度
で
す
。

質
：�

元
金
に
つ
い
て
、
上
限
な
ど
は
決
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
利

子
は
金
融
機
関
の
定
め
る
金
利
で
い
い
の
か
。（
上
原
議
員
）

答
：�

今
の
と
こ
ろ
元
金
に
つ
い
て
は
、
月
額
５
万
円
を
想
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
利
子
に
つ
い
て
は
、
保
証
料
を
含
ん
だ
１
・
５
パ
ー
セ
ン
ト

を
想
定
し
て
い
る
と
、
連
携
金
融
機
関
か
ら
聞
い
て
い
る
。

● 

大
崎
町
ス
ポ
ー
ツ
交
流
施
設
整
備
事
業
（
仮
称
）
に
お
け
る

事
業
契
約
の
締
結

　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
き
旧
菱
田
中
学
校
跡
地
に
、
合
宿
施
設
を
整
備
す
る

こ
と
を
目
的
に
既
存
施
設
を
解
体
し
、
併
せ
て
消
防
分
団
詰
所
を
建
設
す

る
た
め
、
特
別
目
的
会
社
で
あ
る
株
式
会
社　

Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
事
業
契
約
を
締

結
す
る
も
の
で
あ
る
。

契
約
目
的　

�

既
存
施
設
の
解
体
撤
去
・
消
防
分
団
詰
所
の
建
設
に
係
る
設

計
、
建
設
及
び
工
事
管
理
に
関
す
る
業
務
並
び
に
合
宿
所
の

建
設
に
係
る
設
計
、
建
設
、
工
事
管
理
に
関
す
る
業
務
及
び

維
持
管
理
、
運
営
に
関
す
る
業
務

契
約
金
額　

２
億
６
８
９
４
万
円

事�

業�

者　

大
崎
町
神
領
２
１
５
６
番
地
１

　
　
　
　
　

株
式
会
社　

Ｏ
Ｔ
Ｃ

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

弓
場　

昭
大

※	
株
式
会
社
Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
は
、
大
崎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
キ
ャ
ン
プ
の
略
で
、
今
回
締

結
す
る
事
業
を
実
施
す
る
目
的
で
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
り
、
代
表
企
業
の

他
に
、
設
計
・
工
事
監
理
・
建
設
・
維
持
管
理
運
営
を
担
う
企
業
４
社
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。


